
仕様書 

 

この仕様書は、令和８年度 児童・生徒定期健康診断業務の大要を示すものとし、

本仕様書に記載のない事項であっても、業務の目的達成のために必要と認められる 

軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 

 

１．業 務 名  令和８年度 児童・生徒定期健康診断業務 

 

２．業 務 目 的  学校保健安全法第１３条第１項の規定に基づく定期健康診断

を実施する。 

 

３．履 行 場 所  岩沼市中央二丁目 外 地内 

 

４．履 行 期 間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５．実施対象者  岩沼市立学校に在籍する児童及び生徒 

 

６．業 務 内 容  （1）健康診断の準備に関すること 

           ① 受診票の作成 

           ② 検査日程の調整及び日程表の作成 

           ③ 業務の実施に必要な人員及び物品の確保 

          （2）健康診断の実施に関すること 

① 尿検査【蛋白・糖・潜血】 

② 心臓病検査【心電図・血圧測定】 

③ 血液検査【赤血球数・血色素量・血球容積・白血球数】 

（3）その他、業務の実施に必要なこと 

 

７．業務見込量  （1）尿検査（小・中学校全学年） ３，３２６人 

（2）心臓病検査（小学校１・４学年） ６６３人 

（3）心臓病検査（中学校１学年）   ３９２人 

（4）血液検査（中学校２学年）    ４４５人 

ただし、実際の業務量が業務見込量を下回った場合であっ

ても、その差により生じた委託料金の差額保証は行わないも

のとする。 

 

８．契 約 方 法  １人１件当たりの単価契約とし、単価は、健康診断における

検査項目に応じた額とする。 

 



９．経 費 負 担  健康診断の準備に関する経費（受診票の作成、検査日程の 

調整及び日程表の作成、業務の実施に必要な人員及び物品の 

確保）は、受託者の負担とする。 

 

10．提 出 書 類  受託者は、健康診断の実施後に次の書類を作成し、受託者へ

提出するものとする。 

（1）健康診断実施結果報告 

（2）業務完了届 

            

11．委託料の支払い  （1）受託者は、前条の規定による業務完了届の提出とともに

委託者が指定する請求書にて委託者へ委託料の支払いを

請求するものとする。 

（2）委託者は、前項の請求があったときは、その請求を受け 

た日から３０日以内にこれを支払うものとする。 

 

12．そ の 他  この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項について

は、発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。 

 


